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○山県市住宅等取得祝金事業実施要綱 

平成２９年３月１７日 

告示第２０号 

（目的） 

第１条 この要綱は、市内を本拠とし、市内建設業者の施工により住宅、工場等（以

下「住宅等」という。）を新築又は増築した者及び市内に住宅等を新築又は取得

し、市内を本拠とした者に対して住宅等取得祝金（以下「祝金」という。）を支

給することにより、市民の定住促進と市内産業の振興を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１） 市内建設業者 建設業法（昭和２４年法律第１００号）に規定する建設

業を営む者で、法人については市内に本店、支店又は営業所があり、個人につ

いては市内に主たる事業所がある者をいう。 

（２） 住宅 居住の用に供する部分を有し、そこに定住するための家屋をいう 

 。 

（３） 工場等 統計法（平成１９年法律第５３号）第２条第９項に規定する統

計基準である日本標準産業分類の大分類に掲げる事業を行う工場及び事業所の

家屋をいう。 

（４） 市内事業者 工場等を設置して事業を営む者で、法人については市内に

本店があり、個人については市内に主たる事業所がある者をいう。 

（５） 取得 新築又は既存の家屋を購入し、新たに自己の所有にすることをい

う。 

（６） 増築 現に居住又は操業している家屋の家屋部分が無い場所に新たに家

屋部分を建築し、家屋の課税床面積を５０平方メートル以上増加させることを

いう。 

（７） 新築 新たに家屋を建築することをいう。 

（８） 多世代 直系の血縁関係にある世代で、三世代以上のものをいう。 

（９） 同居 同一住宅内に居住することをいう。 

（１０） 近居 市内に多世代が居住し、それぞれの住宅が直線距離２キロメー

トル以内であることをいう。 
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（１１） 定住 長期にわたる居住を前提に、当該住宅の所在地に住民基本台帳

の登録を行い、生活の本拠地としての実態がある状態をいう。 

（支給対象住宅等） 

第３条 祝金の交付の対象となる住宅等は、次の各号のいずれにも該当するものと

する。 

（１） 課税床面積が５０平方メートル以上であること。 

（２） 固定資産税が賦課されるものであること。 

（３） 住宅等を新築、増築又は取得した金額が第５条に定める祝金の額を超え

るものであること。 

（支給対象者） 

第４条 祝金の支給対象者は、次に掲げるいずれかの要件に該当する者とする。た

だし、地域経済牽引事業の促進に係る山県市固定資産税の特例に関する条例（平

成２９年山県市条例第２２号）、山県市過疎地域の固定資産税の課税免除に関す

る条例（令和３年山県市条例第３１号）、山県市企業立地促進条例（平成２０年

山県市条例第１２号）又は山県市空家利活用促進補助金交付要綱（令和３年山県

市告示第５８号）の適用を受けた者及び２親等以内の親族から取得した者は除く。 

（１） 市内に居住し、市内建設業者の施工により市内に住宅を新築又は増築し

た者（以下「市内居住者」という。） 

（２） 市内建設業者の施工により市内に工場等を新築又は増築した市内事業者

（以下「市内既設事業者」という。） 

（３） 市内で住宅を新築又は取得し、市外から移住してきた者（以下「転入居

住者」という。） 

（４） 市内で工場等を新築又は取得し、市内に新たに本店又は主たる事業所を

設置して操業を開始する事業者（以下「新設事業者」という。） 

２ 前項の支給対象者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。 

（１） 山県市税を滞納していない者 

（２） 前項第１号及び第３号の支給対象者並びに同居及び近居する世帯員がい

ずれも、継続して１０年以上居住する意思がある者 

（３） 前項第１号及び第３号の支給対象者並びに同居及び近居する世帯がいず

れも、自治会に加入する意思がある者 

（４） 支給対象者並びに同居及び近居する世帯員がいずれも、山県市暴力団排
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除条例（平成２４年山県市条例第４号）の規定による暴力団員又は暴力団若し

くは暴力団員と密接な関係を有していない者 

（祝金の額） 

第５条 祝金の額は、別表のとおりとする。 

（支給申請） 

第６条 祝金の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、住宅等取

得祝金支給申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなけ

ればならない。 

（１） 世帯全員の住民票の写し（ただし、法人を除く。） 

（２） 多世代の場合にあっては、同居又は近居が確認できる世帯全員の住民票

の写し、直系の血縁関係が確認できる戸籍謄本等 

（３） 法人の登記事項証明書（工場等を新築、増築又は取得した申請者に限る。） 

（４） 建物登記簿の全部事項証明書（建物登記がなされていない場合は課税台

帳兼名寄帳） 

（５） 工事請負契約書又は売買契約書の写し 

（６） 住宅等の全景写真（２方向から撮影したもの各１枚） 

（７） 増築の場合にあっては、増築前後が分かる写真（２方向から撮影したも

の各１枚） 

（８） 申請者の山県市税納税証明書（山県市住宅等取得祝金事業用）（様式第

２号） 

（９） 支給対象住宅等の平面図及び位置図（近居の場合にあっては、その該当

住宅の位置図も含める。） 

（１０） 定住に関する誓約書（様式第３号）（ただし、法人を除く。） 

（１１） その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による申請は、住宅等を新築、増築又は取得した日の年の翌年度末

までにしなければならない。 

（支給決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、

受給資格があると認めたときは、住宅等取得祝金支給決定通知書（様式第４号）

により、受給資格がないと認めたときは住宅等取得祝金支給却下通知書（様式第

５号）により、申請者に通知するものとする。 
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（祝金の支給請求） 

第８条 支給決定者は、祝金の支給の請求をするときは、住宅等取得祝金支給請求

書（様式第６号）を市長に提出するものとする。 

（支給決定の取消し等） 

第９条 市長は、祝金の支給決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき

は、祝金の支給決定を取り消し、又は既に支給した祝金の全部若しくは一部の返

還を命ずることができる。 

（１） 虚偽の申請その他不正な行為により支給の決定を受けたとき。 

（２） 前号に掲げるもののほか市長が不適当と認める事由が生じたとき。 

（祝金支給原簿） 

第１０条 市長は、住宅等取得祝金支給台帳（様式第７号）を備え、祝金の受給者

及びその支給状況を明らかにしておかなければならない。 

（補則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現に山県市新築等祝金事業実施要綱（平成２４年山県市

告示第２７号）に規定する申請者に該当する者であって、平成２９年３月３１日

までに申請をしていない者にあっては、この要綱の規定を適用する。 

附 則（平成２９年５月２３日告示第７４号） 

（施行期日） 

１ この告示は、公表の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際、第６条第１項第６号の規定による改正前の納税証明書で、

現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。 

附 則（平成３０年４月１７日告示第５３号） 

この告示は、公表の日から施行する。 

附 則（令和３年３月２９日告示第５９号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 
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附 則（令和４年３月１７日告示第３２号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

（山県市ふるさと暮らし奨励金交付要綱の廃止） 

２ 山県市ふるさと暮らし奨励金交付要綱（令和３年山県市告示第５７号）は、廃

止する。 

（経過措置） 

３ この告示の施行の際、現に改正前の山県市住宅等取得祝金事業実施要綱又は山

県市ふるさと暮らし奨励金交付要綱に規定する申請者に該当する者であって、令

和４年３月３１日までに申請していない者にあっては、この告示の規定を適用す

る。 

附 則（令和５年３月２２日告示第３６号）抄 

（施行期日） 

１ この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月１８日告示第４０号） 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月２９日告示第７３号） 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年８月１３日告示第１２７号） 

この告示は、公表の日から施行する。 

附 則（令和８年６月４日告示第１１２号） 

この告示は、公表の日から施行する。 

別表（第５条関係） 

区分 祝金の額 

市内居住者、市内既設事業者 １０万円 

転入居住者、新設事業者 １５万円 

市内居住者及び転入居住者のうち、多世代同居又は近居となる者 ２０万円 

 


